
 

 

議案第６９号 

 

   令和８年度尼崎市一般会計補正予算（第３号） 

 

令和８年度尼崎市の一般会計補正予算（第３号）は、次に定めるとこ

ろによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ３４０，２０２千円を

追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２４７，９０５，５

４９千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補

正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。 

 

令和８年６月１６日提出 

 

尼崎市長 松  本    眞   

 

議69



第１表　　歳入歳出予算補正
（単位　千円）

　歳　　　入

補正前の額 補正額 計

60 繰 入 金 7,875,765 340,202 8,215,967

10 基 金 繰 入 金 7,734,731 340,202 8,074,933

247,565,347 340,202 247,905,549

　歳　　　出

補正前の額 補正額 計

10 総 務 費   17,464,233 340,202 17,804,435

05 総 務 管 理 費 13,026,645 340,202 13,366,847

247,565,347 340,202 247,905,549

款 項

歳　入　合　計

款 項

歳　出　合　計
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（ 補 正 ３ 号 ）

一 般 会 計

予 算 説 明 書

議69-3



歳　　入

60  繰 入 金

60 款

繰 入 金 7,875,765 340,202 8,215,967

10 項

基金繰入金 7,734,731 340,202 8,074,933

05 目    財政調整基 340,202 ○ （企画財政局）

財政調整基金繰入金 1,469,000 340,202 1,809,202    金繰入金

     補正財源として財政調整基金繰入金を補正      340,202

１　歳入歳出予算事項別明細書

（単位  千円）　　　

款　　項　　目 補正前の額 補　正　額 計
節

説　　　　　　　　　明
区　　分 金　　額
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歳　　出

10  総 務 費

10 款 特定財源

総 務 費 17,464,233 340,202 17,804,435            0

一般財源

     340,202

05 項 特定財源

総務管理費 13,026,645 340,202 13,366,847            0

一般財源

     340,202

05 目 一般財源 21 補償、補填 340,202 ○ 訴訟関係経費（総務局）                        340,202

一般管理費 8,280,010 340,202 8,620,212      340,202    及び賠償金

　 固定資産税・都市計画税の過納金相当額の損

　 害の賠償を求める国家賠償請求事件について

　 、最高裁判所の上告棄却等の決定により、損

　 害賠償金の支払を命ずる判決が確定したこと

　 に伴う補正

区　　分 　金　　額　

（単位  千円）　　

款項目 補正前の額 補　正　額 計 財源内訳
節

説　　　　　　　　　　明
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